様式第3号（第6条関係）
第　　　号
年　　　月　　　日


年度自治会施設整備事業補助金交付決定通知書


　　　　　　　　　様

豊郷町長　　　　　　　　　印


年　　月　　日付けで申請のあった自治会施設整備事業補助金の交付について、次のとおり補助金を交付することに決定したので、自治会施設整備事業補助金交付要綱第6条の規定により通知します。


１．補助金の額　　金　　　　　　　　　　円

２．交付の条件
(１)　補助事業に要する経費の配分または助成事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
　(２)　補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(３)　補助事業により取得し、または効用の増加した資産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(４)　事業完了後、速やかに実績報告書を提出すること。

